
①学校の推奨機種
を購入する

お帰りになるまでに、担当者に「1人1台端末の準備に関する意向確認シート」を提出してください。

タブレット端末の準備に関するフローチャート

②「滋賀県奨学資金」の貸
与を受けて購入する

③貸出用タブレット
端末を利用する

④個人所有の端末
持ち込みを希望する

３月２５日までに指定の
口座に入金（ＥＣサイト
で購入申込）

端末の配付は4月中旬頃に
なる予定です。

滋賀県奨学資金の申込み
（入学後）

滋賀県奨学資金
の貸与決定まで
端末を借りる

はい

「①学校で購入する」に
したがい、手続きをお願
いします。

いいえ

貸出用端末の暫定利用

端末の購入

貸出用端末の返却

端末持込みの要件を満た
すか確認のため、質問
ブースへ、持ち込み予定
の端末をもってお越しく
ださい。

（持込みの要件を満たす
場合）

設定の変更が必要となり
ますので、３月３１日ま
でに学校へ端末と申込書
を持参ください。

（持ち込みの要件を満た
さない場合）

できるだけ早く要件を満
たす端末を準備してくだ
さい。

住民税非課税世帯の生徒が
貸出用端末を利用できます。

購入方法について説明し
ますので、期日までに申
し込み、入金をお願いし
ます。

「貸出用タブレット端末利用
申込書（様式第２号）」を

4月10日までに提出
「令和7年度以降の課税証明

書」と「貸出用タブレット端末
利用申込書（様式第２号）」を

４月１０日までに提出

卒業まで貸出用端末を
ご利用いただけます

別紙２

滋賀県奨学資金
の貸与審査

滋賀県奨学資金の申込み
（入学後）

貸与の決定

不貸与の決定

住民税非課税世帯でない
場合であっても、ご家庭
の事情等により利用でき
る場合があります。

貸与要件※

貸出用タブレット端末の
利用について、学校にご
相談ください。

奨学資金の入金
奨学資金の入金は
ありません

要件１

要件２

貸出用タブレット端末
の利用について、学校
にご相談ください。

※【端末貸出対象者（要件１または要件２を満たす者）】
要件１ 住民税非課税世帯の生徒
要件２ 学校長が貸与を必要と認めた生徒

滋賀県奨学資金
の貸与審査

貸与の決定

不貸与の決定

奨学資金の入金
奨学資金の入金は
ありません

入金方法と期限
①クレジット払いの場合
申し込み時
②コンビニ決済の場合
申し込み日から1週間以内

「滋賀県奨学資金」の貸与の要件等を
（別紙４_１、 ４_２）で確認してくだ
さい。

「奨学のための給付金」
の申請

（手続きについては、４月
下旬から案内予定）

貸出用端末の暫定利用
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